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会  議  要  録 

 

名 称 平成28年度 野村（惣川）地区第1回保健推進員会 

事 務 局 

野村支所 生活福祉課 健康福祉係 

電 話 0894-72-1113 

ＦＡＸ 0894-72-2225 

開 催 日 時 平成28年４月18日(月) 13：30～15：00 

開 催 場 所 惣川公民館 1階和室 

出席者 

委 員 
福山 和子ほか その他惣川地区保健推進員 18名  

計 19名（惣川地区22名のうち） 

事務局 宇都宮課長、 宇都宮保健師、上甲保健師 

議事内容(要旨) 

１． 保健推進員の委嘱 

 委嘱状交付 福山和子ほか18名 

２． 保健推進員について 

・保健推進員設置要綱（資料P2～P3） 

・保健推進員の役割  （資料P4） 

  ・代表保健推進員の選任  

   野村地区て選任することを説明し了解を得る。 

 

３． 西予の健康について 

パワーポイントで説明 

別紙資料参照 

(西予市の健康について) 

 



４． 元気だ！せいよ体操 

  ・体操の目的、動作説明 

  ・体操の実践 

 

５． 平成28年度保健事業計画について 

・各種健診計画 

平成28年度各種健診予定表をもとに説明 

・第2次健康づくり計画2025 

  ・第2次食育推進計画 

   資料を基に説明 

  ・精神保健事業 

 

  ・その他の質問 

   乳がん検診は女性スタッフなのか 

   回答：技師はじめすべて女性のスタッフである。 

 

６． 閉会 

備 考 平成28年度より平野・松ノ久保地区保健推進員廃止となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■概要 

 

   年度    平成16年度～ 

   カテゴリ  行政一般 

   審議会名  西予市保健推進員会（野村地区保健推進員会） 

   公開開始日 

   審議会の概要 

    西予市保健推進員会は、西予市保健推進員設置要綱及び健康増進法等関係諸

法令の定める保健事業の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的に設置して

いる。 

保健推進員は、各地区から推薦された420人以内(明浜地区35人以内、宇和地

区140以内、野村地区135人以内、城川地区60人以内、三瓶地区50人以内)の者

を、市長が委嘱する。各地区に地区代表の役員2人を置く。 

    保健推進員会の開催は必要に応じ市長が招集し、保健活動に関する各種事項

について審議をおこなう。    


